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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

1
福岡県宗像市離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

宗像市

大島～神湊～地島航路

大島・地島～神湊（本土）
間を運航 Ａ B

　今後の取り組みとして、昨年度と同様に
観光事業との連携を深め乗船客の増加を
目指し、併せて経費削減を行うことで事業
収支の改善を図る。
　航路の再編により事務経費の削減などを
行い、航路運営の改善に取組む。

2
福岡県宗像市離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

宗像市

地島～神湊航路

地島～神湊（本土）間を
運航 Ａ B

　今後の取り組みとして、昨年度に引き続
き観光事業との連携を深め乗船客の増加
を目指し、併せて経費削減を行うことで事
業収支の改善を図る。
　航路の再編により事務経費の削減などを
行い、航路運営の改善に取組む。

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

3
福岡県新宮町離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

新宮町

相島～新宮航路

相島～新宮（本土）間を
運航 Ａ Ａ 　船員による日頃からの点検や手入れに

より、燃料費・修繕費の節減を図る。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

4
福岡県福岡市離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

福岡市

玄界島～博多航路

玄界島～博多（本土）間
を運航 Ａ Ａ

　機関故障による欠航は昨年同時期と比
べ減少したが、今後も船員による日常点検
を強化し、さらに減少できるよう努めてい
く。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

5
福岡県福岡市離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

福岡市

小呂島～姪浜航路

小呂島～姪浜（本土）間
を運航 Ａ B

　地元に対し、渡船の更なる利用を依頼し
利用者の増加に努めるとともに、地元客以
外の利用者誘致のため情報発信を行う。

 離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。



確保維持-196



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

6
福岡県糸島市離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

糸島市

姫島～岐志航路

姫島～岐志（本土）間を
運航 B B

　平成２５年３月１日に運航ダイヤを改正し
島民利用者の利便性を向上させた。経費
の節減に努めるとともに、島内整備や関係
機関との連携による利用者の増進、団体
利用客の固定化と新規誘致などの取り組
みにより事業収入の増加に努め、３カ年計
画の各年度収支率の５％増の達成を目指
す。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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H22 25,903 9,512 3,171
H23 22,803 12,314 4,106
H24 17,574 13,969 4,657
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

7
唐津市離島航路
確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

㈲郵正丸

馬渡島～呼子航路

馬渡島～名護屋・呼子
（本土）間を運航 Ａ Ａ

　目標の輸送人員の確保を図るため、春、
夏のイベント事業と連携し、利用者増加を
図る。
  引き続きコスト削減を図りつつ、計画運航
回数の確保を図る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

小川島～呼子（本土）間
を運航 Ａ Ａ

   目標の輸送人員の確保を図るため、春、
夏のイベント事業と連携し利用者増を図
る。
   燃料費高騰が懸念されるので、引き続き
経費削減に努め安定的な航路の維持・確
保に努める。
   就航した共通予備船の利用拡大を図
る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革補助事業）

小川島～呼子航路
バリアフリータイプで小型
船舶の共通予備船を建
造した。
船名：グリーンオークレッ
ト
総トン数：19トン
旅客定員：50名
就航年月日：H25.2.1

Ａ Ａ
　運航事業者の安定的な経営と増収を図
るため、用船事業、貸切利用など効率的な
利用を図る。

　日頃から船舶等の点検･整
備を確実に行い、安心･安全
な運航サービスを維持すると
ともに共通予備船を有効か
つ効率的に運用されたい。

8
唐津市離島航路
確保維持協議会

川口汽船㈲

小川島～呼子航路



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

9
唐津市離島航路
確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

㈲加唐島汽船

加唐島～呼子航路

加唐島～呼子（本土）間
を運航 Ａ Ａ

  目標の輸送人員の確保を図るため、春、
夏のイベント事業と連携し、利用者増加を
図る。
   引き続きコスト削減を図りつつ、計画運
航回数の確保を図る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

10
唐津市離島航路
確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

唐津汽船㈱

神集島～湊航路

神集島～湊（本土）間を
運航 Ａ Ａ

   燃料費高騰が懸案されるので、引き続き
安価な契約の締結、経済的な運航など経
費削減に努め、航路の維持・確保を図る。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

11
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

九州郵船㈱

博多～比田勝航路

比田勝（上対馬）～博多
（本土）間を運航 Ａ B

　車両については、水産業の不振、他社内
航ＲＯＲＯ船の影響等で多くの増加は見込
めませんが、1台でも多く利用していただく
よう、バス会社等への営業により集客誘致
を行う。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

12
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

壱岐市

大島～郷ノ浦航路

大島～長島～原島～壱
岐島（渡良浦・郷ノ浦）間
を運航

Ａ B

　H24年度までは各種公共工事により、運
航収益が増加していたが、今後は工事の
減少や島民の少子高齢化等により、運航
収益の減少が危惧されるため、引き続き
収入の増加・確保に努めていく。
　また、経費についても、燃料単価の毎月
入札実施、中間検査の指名競争入札実
施、消耗品費、修繕費等の経費節減を図
り、当該航路の実情にあった経営改善を
図っていく。

　少子高齢化により過疎化
が進む離島においては、航
路の維持･存続に向け検討
するに当たり利用者や住民
を積極的に巻き込んで検討
されることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、日頃から
船舶等の点検･整備を確実
に行い、安心･安全な運航
サービスが維持されるよう引
き続き努力をお願いします。

13
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

対馬市

樽ヶ浜～仁位航路

対馬島の樽ヶ浜地域～仁
位地域間を運航 Ａ B

　現在運行しているニューとよたまは、建
造から26年経過しており、老朽化や燃費の
悪化、修繕費の増大しているため、平成25
年度に新船建造も含めた航路構造改革事
業（調査事業）を実施予定である。

　今後、運航計画の見直しに
当たっては、利用者アンケー
トの分析のみならず、実際の
利用者の意向がきちんと反
映されるよう住民を巻き込ん
で検討されることが望まし
い。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

14
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

㈲木口汽船

久賀～福江～椛島航路

久賀島（奥浦、田浦）・椛
島（伊福貴、本窯）～福江
島（福江）間を運航

Ａ Ａ

　久賀島、椛島においては、島民も観光客
誘致に関心を持ち気運は高まりつつある。
各町内会とも情報交換しながら島の活性
化に繋がるよう利便性の高い運航便の検
討を重ねていくこととする。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

15
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

㈲黄島海運

黄島～福江航路

黄島～赤島～福江島（福
江）間を運航 Ａ B

　離島住民及び利用者の要望を常に聞き
ながら、改善すべき点があれば改善してい
く。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

16
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

五島市（富江支所）

富江～黒島航路

黒島～福江島（富江）間
を運航 Ａ Ａ 　平成25年4月1日より、開始したデマンド

運航の維持。

　少子高齢化により過疎化
が進む離島においては、航
路の維持･存続に向け検討
するに当たり利用者や住民
を積極的に巻き込んで検討
されることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

17
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

五島市

浦～前島航路

前島～奈留島（浦）間を
運航 Ａ B

　航路の効率化・最適化による利便性の向
上等について、平成26年度を目標に海上
タクシー等への転換を図る。

　運航計画の見直しに当
たっては、利用者アンケート
の分析のみならず、実際の
利用者の意向がきちんと反
映されるよう住民を巻き込ん
で検討されることが望まし
い。

18
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

五島市

玉之浦～荒川航路

福江島の玉之浦地域～
荒川地域間を運航 Ａ Ａ

　平成２５年４月１日で事業廃止、今後は
陸路転換により、住民の利便性の確保を
図っていく。

　陸路転換後も住民の意見
を適宜吸い上げるなど利用
者利便の確保をお願いしま
す。

19
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

五島旅客船㈱

郷ノ首～福江航路

中通島（郷ノ首、土井ノ
浦）～若松島～奈留島～
福江島（福江）間を運航

Ａ B

　地域公共活性化再生協議会並びに長崎
県離島航路対策協議会に設置されている
地域分科会等を通じて、本土～離島間及
び島内交通機関との接続を密にして地元
住民の足としてより良い運航形態を目指す
ことにより、公共交通機関としてのサービ
ス維持に努めたい。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

20
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

野母商船㈱

福江～青方～博多
航路

福江島～奈留島～中通
島（青方）～小値賀島～
宇久島～博多（本土）間
を運航

Ａ Ａ

　減収に歯止めをかけるべく新たな得意先
の獲得等積極的な営業活動を実施継続す
る。
　減速運行を行い燃料費の削減に努め、
合理化を出来る限り行い経費の削減を
行っていく所存である。
　旅客運賃に於いては、Ｈ25.04月から稼
働率の低い客室料金に閑散期割引を導入
し稼働率を上げることにより増収を図る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

21
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

長崎汽船㈱

長崎～伊王島～高島航路

高島～伊王島～長崎（本
土）間を運航 Ａ B

　減便して初めての多客期（夏場8,9月）の
燃料使用量、円安による燃料の単価の動
向に注意する。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

22
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

嵯峨島旅客船㈲

嵯峨島～貝津航路

嵯峨島～福江島（貝津）
間を運航 Ａ Ａ

　島民の要望を第一として観光誘致の面で
も利便性の高いダイヤを検討していきた
い。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

宇久島（神浦）～寺島～
小値賀島（柳）間を運航 Ａ Ａ

　今後も引き続き高齢者の利用促進及び
観光事業の強化を行い、利用者の減少に
歯止めをかける。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革補助事業）

神浦～寺島～柳航路に
就航する船舶の代替建造 B B

　代替建造により費用面及び利便性の向
上が可能となる。本航路は住民にとって必
要不可欠な交通手段であり、今後とも航路
の維持・確保のために更なる経費削減に
努め安定的な運営を行いたい。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

24
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

崎戸商船㈱

友住～佐世保航路

中通島（友住）～平島～
江島～蠣浦島（崎戸）～
佐世保（本土）間を運航

Ａ Ａ
　少子高齢化、過疎化により島民の利用
増は難しいため、島外からの観光客の増
加につながるよう西海市等関係市町村と
連携を図っていく。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

23
長崎県離島航路
対策協議会

佐世保市

神浦～寺島～柳航路
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

25
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

九州商船㈱

佐世保～上五島航路

中通島（有川）～小値賀
島～宇久島～佐世保（本
土）間を運航

Ａ B

　旅客の増加について、修学旅行等の誘
致等に寄与するため、また、高齢者が利用
しやすい環境を整えるため、フェリーの船
質改善（バリアフリー化等）の準備を進め
る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

26
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

黒島旅客船㈲

黒島～高島～相浦航路

黒島～高島～相浦（本
土）間を運航 Ａ B

　今後の改善点としては、本航路利用者数
の推移を考慮しながら運航便数など継続
的な見直しを行う。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。

27
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

竹山運輸㈲

度島～平戸航路

度島（本村、飯盛）～平戸
（本土）間を運航 Ａ B

　国・県に陳情を重ね船員の増員を行い貸
切及び他航路の代船を行う事で増収と共
に他航路の利便性の向上に努めたい。
　これ以上の燃料消費量の削減は難しい
ため入札等による燃料単価の削減に努め
る。
　修繕費については引き続き削減に努め
る。

　日頃から船舶等の点検･整
備を確実に行い、安心･安全
な運航サービスを維持すると
ともに予備船を有効かつ効
率的に運用されたい。

28
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

鷹島汽船㈲

阿翁～御厨航路

鷹島（阿翁、船唐津）～黒
島～青島～御厨（本土）
間を運航

Ａ B
　松浦市地域交通活性化協議会において
航路再編を含めた将来的な航路のあり方
の検討を平成25年度も協議会において検
討する。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

29
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

鷹島汽船㈲

殿ノ浦～今福航路

鷹島（殿ノ浦）～飛島～今
福（本土）間を運航 Ａ B

　松浦市地域公共交通活性化協議会にお
いて航路再編を含めた将来的な航路のあ
り方の検討を平成24年度より協議致してお
り、引き続き平成25年度も協議会において
検討をする。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。

30
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

小値賀町

笛吹～大島・野崎航路

小値賀島（笛吹）～大島
及び小値賀島（笛吹）～
六島～野崎島間を運航

Ａ B
　関係機関を集めた小値賀町離島航路対
策協議会を開催し笛吹～野崎便を季節的
に増減の検討を含め協議する。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。

31
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

小値賀町

納島～柳航路

納島～小値賀島（柳）間
を運航 Ａ Ａ 　母港を本島の柳港への変更や、より効率

的な運航ダイヤ変更を検討する。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

32
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

津吉商船㈱

津吉～相浦～佐世保航路

平戸島（前津吉）～相浦・
佐世保（本土）間を運航 Ａ Ａ

　現在の利用者数割合は、通院70％、買
物10％、その他20％の利用状況である。
佐世保ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会に働きかけ佐世保
地区へのＰＲ強化を図り、佐世保～津吉航
路を活用した広域観光ﾙｰﾄ構築に取り組
みたい。
　船舶修繕については、船員整備、修繕を
やることで経費削減に努めたい。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。

33
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

西海沿岸商船㈱

佐世保～神浦航路

佐世保・面高～大島～松
島～池島～瀬戸・神浦
（本土）間を運航
※池島～神浦間の一部
区間が補助対象

Ａ B

　ドック時における船舶の整備、日常メンテ
ナンスを自社社員で行うなどにより経費削
減に努める。
　H25.11オープンの大型商業施設「させぼ
五番街」の雇用、集客情報収集により増客
方策を考える。
　長崎市等の関係市との連携を図る。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。

34
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

平戸市

大島～平戸航路

大島（的山、神浦）～平
戸・田平（本土）間を運航 Ａ B

　原油価格の高騰により燃料費が増加し
ている。主機回転数の抑制や寄港地の再
編等検討し経費の削減に努めていきた
い。
　また、安定的な運航を図るため、船員の
確保に努めていきたい。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、運航計画の見
直しに当たっては島民の理
解を得るべく住民を巻き込ん
だ検討がなされることが望ま
しい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

35
姫島～国見航路
運営協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

姫島村

姫島～国見航路

姫島～国見（本土）間を
運航 Ａ B

　25年度に離島航路構造改革補助の調査
事業を実施し、船舶代替を含む航路改善
計画を策定する。その過程で、運航実態や
島民の意識・ニーズ等を明らかにして、船
舶代替の手法や減便も含めたダイヤの見
直し等について、十分な検討を行う。
　観光振興については、ジオパークの認定
を目指した様々な活動も行われているとこ
ろであり、関係機関が連携して取組を更に
強化することにより、輸送量の拡大を図っ
ていく。
　職員の新陳代謝や給料の削減等による
船員費の抑制、主機の回転数減少による
燃料費の抑制等の地道な取組により、経
費の増加を抑制する。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、運航計画
の見直しに当たっては島民
の理解を得るべく住民を巻き
込んだ検討がなされることが
望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

大島（大島、大島地下）～
丹賀・佐伯（本土）間を運
航

Ａ B

　25年度から小学校が休校になり大島へ
の通勤者がいなくなるなど、今後航路利用
者の更なる減少が予想される。釣り客等の
誘致を図ることは重要であるが、島民利用
者の減少を補えるものではない。
　そのため、航路維持体制の確立に向け
て、公設民営化の受け皿づくりの検討を本
格化する。併せて、関係機関と連携して島
外からの誘客を図るとともに、回数券の期
限延長等のサービス改善や更なる経費節
減に努める。
　燃料効率の悪化に対しては、24年4月か
ら夜間停泊地への回航が不要になるので
燃料使用量を削減できる。これに加えて、
減速航行等の効率的な航行を実践し、極
力燃料費の節減に努める。更に、寄港地
の廃止の検討も進める。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革補助事業）

大島～佐伯の離島航路
における新船建造 A A

　船舶代替により、重要な航路維持のため
の懸案事項の一つが解決された。しかし、
船舶減価償却費と燃料費（燃料効率の悪
化）の経費の増加が負担になる。
　今後は、航路維持体制の確立に向けて、
公設民営化の受け皿づくりの検討を本格
化する必要がある。
燃料効率の悪化に対しては、24年4月から
夜間停泊地への回航が不要になるので燃
料使用量を削減できる。これに加えて、減
速航行等の効率的な航行を実践し、極力
燃料費の節減に努める。更に、寄港地の
廃止の検討も進める。

36
大島～佐伯航路
運営協議会

佐伯市

大島～佐伯航路

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、運航計画
の見直しや観光客の受け入
れにあたっては、島民の理
解も重要であることから住民
を巻き込んだ検討がなされ
ることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、日頃から
船舶等の点検･整備を確実
に行い、安心･安全な運航
サービスが維持されるよう引
き続き努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

37
蒲江～深島航路
運営協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

蒲江交通㈲

蒲江～深島航路

深島～屋形島～蒲江（本
土）間を運航 Ａ B

　２月に実施した主機関換装により船舶の
寿命を延長させることができた。２５年度
は、この効果が修繕費抑制と燃料費節減
として数値に表れる予定である。
　しかし、島民利用の増加は望めないこと
から、今後も観光関係部署と連携しなが
ら、釣り客等の増加に力を入れたり、島内
イベントの開催を働きかけるなどにより、来
訪客の拡大を図る。また、更なる経費節減
に努め、欠損額の増加を抑制する。
　具体的には、次の取組を継続して実施す
る。
　１日３便運航の空き時間を活用して、
チャーター便の運航を促進し、遊覧運航等
の不定期航路事業の可能性についても検
討する。
　島民及び観光客等の利用実態に応じた
運航ダイヤの見直しを検討する。
　大分県、佐伯市、地元商工会、観光協会
等、さらには宮崎県と連携して、ホーム
ページやパンフレット等を通じて積極的に
情報を発信する。また、ブログ等を利用し
て釣り情報・シュノーケリング情報を発信し
て、チャーター便の利用に繋げる。
　大型イベント、教育関係旅行等の誘致活
動を行い来訪者の増加を図る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、運航計画
の見直しや観光客の受け入
れにあたっては、島民の足
の確保を重視しつつ現状の
ままで出来ることがないかを
検討することに加え、島民の
理解も重要であることから住
民を巻き込んだ検討がなさ
れることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、日頃から
船舶等の点検･整備を確実
に行い、安心･安全な運航
サービスが維持されるよう引
き続き努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

38
津久見～保戸島航路

運営協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

㈲やま丸

津久見～保戸島航路

保戸島～津久見（本土）
間を運航 Ａ Ａ

　4年間で約24％も激減した旅客数に対応
して、24年10月から1便減便せざるを得な
かった。今後も島民の減少は避けられない
ため、観光部署と連携してツアー客等の利
用拡大を図るとともに、観光情報発信の強
化やイベント等の開催の働きかけなどによ
り、観光客等の来島者の利用を促進する。
　船舶点検等を徹底して極力突発的な大
規模修繕の発生を回避することにより、修
繕費の増加を抑制するとともに、燃料効率
のよい航行等により更なる燃料費の削減
を図る。また、その他の経費についても、
引き続き節減努力を重ねて圧縮を図る。
　定期航路の空き時間を利用した貸切運
航を強化し、収益改善の一助とする。
　船齢が23年を超えた「ニューやま2号」に
ついて、新船への代替、1隻体制への変更
等老朽船対策を検討する。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、日頃から
船舶等の点検･整備を確実
に行い、安心･安全な運航
サービスが維持されるよう引
き続き努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

39
延岡市離島航路

確保維持改善協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

日豊汽船㈱

島浦～浦城航路

島浦島（島浦宇治、島浦
中央）～浦城（本土）間を
運航

Ａ Ａ

　島内人口が減少傾向にあり、高齢化も進
んでいるため、島民の利用増加は見込め
ないが、地元の地域づくり団体や観光協
会、商工会議所などと連携しながら、さらな
る観光客の誘致に取り組み、島外からの
利用客増加を図る。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。



確保維持-245



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

40
鹿児島～三島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

三島村

鹿児島～三島航路

黒島（片泊、大里）～硫黄
島～竹島～鹿児島（本
土）間の運航

Ａ Ａ

　年間目標輸送量を確実に達成できるよ
う，地域間交流や各種イベント等，村の施
策と連携した需要喚起策に取り組むことと
したい。
　また，離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
　また、運航計画の見直しに
当たり利用者アンケートを実
施・分析する場合は、単に数
字だけで判断するのではな
く、実際の利用者の意向をき
ちんと踏まえ、望ましい旅客
流動の姿まで考えることが
肝要である。
　船から陸上へのアクセスに
ついては、地域が一体となっ
て取り組むことが重要である
ことから、例えば、協議会メ
ンバーに市町村の陸上交通
担当やバス事業者等を加え
るなど、航路利用者以外の
協力も得られるよう検討され
ることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

41
鹿児島～十島～名瀬
航路対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

十島村

鹿児島～十島～名瀬航路

奄美大島（名瀬）～宝島
～小宝島～悪石島～諏
訪之瀬島～平島～中之
島～口之島～鹿児島（本
土）間の運航

Ａ Ａ

　十島村の人口は減少傾向にあり，それに
伴い本航路利用者も減少していることか
ら，十島村が実施している，定住促進対策
事業等の施策（転入費用などの助成や住
宅の斡旋，取得費用の助成など）を積極的
に活用し、島外から十島村への交流人口
の増加を図ることにより，本航路における
輸送量の確保、航路収支の維持に努め
る。
　また、離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
　また、離島航路において
は、離島住民の民生の安定
をはじめ、生活スタイルを維
持・確保することが第一の目
的であることから、日頃から
船舶等の点検･整備を確実
に行い、安心･安全な運航
サービスが維持されるよう引
き続き努力をお願いします。



串木野～甑島航路対策協議会 （鹿児島県）

概 要

【航路の概要】

１ 運航事業者
甑島商船(株)

２ 船舶の概要
○フェリーニューこしき
主要目：総トン数940トン
旅客定員400名、速力17.5ノット

○シーホーク

事業名：平成２５年度離島航路確保維持事業

計画、目標（Ｐｌａｎ）

ネットワーク計画等の取組み（Ｄｏ）

※串木野～甑島航路は，甑島と本土を結ぶ唯一の航路であるため，旅客，自動車，貨物，郵便物等を輸
送する手段として欠くことのできない生活航路となっている。しかしながら，少子高齢化や公共事業の減少
による売り上げの減少，燃料高騰や船舶の老朽化による修繕費の増加などにより欠損額が多額となって
おり，国，県がその欠損を補填し，航路を維持している。

※運航事業者においては，厳しい経営環境の中で，今年度輸送目標（旅客１６万７千人，自動車１万９千台，
貨物１万３千トン）の輸送量確保に努めるとともに，経費削減に努め，安定的な航路運営を行い，甑島の住
民にとって必要不可欠な交通手段である航路の維持・確保に努める。

※通院や買い物等を目的として本航路を利用する甑島島民が多く，移動に係る交通費が大きな負担となっ
ていることから，国の住民運賃割引制度を活用し，島民の負担を軽減することで，利用促進を図る。

※建造から２０年が経過し老朽化の激しい高速船「シーホーク」については，薩摩川内市による公設民営方
式で代替建造を行うこととし，運航事業者の経営改善を図り，安定的な航路の維持・確保に努める。

※本事業は、計画どおり適切に実施されている。

※平成24年4月より，航路改善計画に基づき島内寄港地の集約を行っており，費用の削減に努めている。
※経済的な運航に努めるなどして費用の低減を図るとともに，安定的な航路運営に努めている。

【航路図】

３ 運航便数
フェリー：２便／日
高速船：２便／日

４ 寄港地
串木野新港（串木野）
里港，長浜港，鹿島港（甑島）

※ 平成26年春にシーホークの代替として
新造高速船が就航する予定。

それに併せて、高速船の本土側寄港地
を串木野新港から川内港に移転する予定。

主要目：総トン数304トン
旅客定員301人、速力26.5ノット

実施状況、目標の達成（Ｃｈｅｃｋ）

今後の課題、対応（Ａｃｔｉｏｎ）

※引き続き安定的な航路運営に努め，航路の維持・確保に努める。

※本土～甑島間における甑島島民を対象とした運賃割引を継続して実施し，島民の負担軽減に努める。

※高速船の代替建造については、航路改善計画に基づき，引き続き計画どおり進め，平成26年春の就
航を目指す。

※薩摩川内市の実施する旅行エージェントへの助成事業等と連携し，目標の輸送量確保のため，利用の
促進に努める。

※安定的な航路運営により，串木野～甑島航路の維持・確保を図っている。

※平成24年10月～平成25年３月の輸送実績見込は，旅客約73,000人，自動車約9,600台，貨物約
7,000トンであり，概ね目標を達成できる見込である。
※公設民営化方式により，平成24年度から平成25年度にかけて高速船「シーホーク」の代替建造を実施
することとしており，平成24年度は造船所との契約締結や基本設計・実施設計，部材の購入などを適切
に実施している。

基礎データ

１ 人口（H２２国調）
甑島：５，４４６人

２ 面積
甑島：１１７．５６k㎡

３ 補助金額（欠損補助・運賃割引補助（※H24年度のみ含む））
H22年度 国： 0円 県：102,753千円
H23年度 国： 0円 県：146,838千円
H24年度 国：10,269千円 県：132,553千円

４ 協議会開催数（Ｈ２４年度）
串木野～甑島航路対策協議会 ２回

※本土～甑島間においては、甑島島民を対象とした離島住民運賃割引を実施し、島民の利便確保、負担
軽減を図っている。



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

甑島商船㈱

串木野～甑島航路

下甑島（長浜、鹿島）～上
甑島（里）～串木野（本
土）間を運航

Ａ B

　甑島の人口が減少傾向にあり，利用者も
減少していることから，地元市である薩摩
川内市が実施している，甑島で実施する各
種イベントや旅行エージェントが旅行商品
を造成する場合の助成制度等と連携し，
島外からの交流人口の増加を図ることで，
輸送量の維持に努める。
　また、離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革補助事業）

薩摩川内市
串木野～甑島航路に就
航する船舶の代替建造 A A

　引き続き平成25年度についても事業を計
画通り進め，新造高速船の平成26年春の
就航を目指す。
　なお，新造高速船就航にあわせて，高速
船の本土側寄港地を「串木野港」から「川
内港」にシフトする予定であることから，観
光客の誘致のため情報発信を行なうとと
も，陸上交通との乗り継ぎ利便を向上させ
ることで利用者の増加に努める。

42
串木野～甑島航路
対策協議会

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
　船から陸上へのアクセスに
ついては、地域が一体となっ
て取り組むことが重要である
ことから、例えば、協議会メ
ンバーに市町村の陸上交通
担当やバス事業者等を加え
るなど、航路利用者以外の
協力も得られるよう検討され
ることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

沖永良部島（知名）～徳
之島（平土野）～奄美大
島（古仁屋･名瀬）～喜界
島（湾）～鹿児島（本土）
間の運航

Ａ Ａ

　旅客については少子高齢化の影響によ
り利用者が減少傾向となっているが、離島
住民割引制度の継続により離島住民の利
便性確保、利用促進を図るとともに，燃料
価格の上昇による経費の増加に対して
は、燃料油価格変動調整金を収受するこ
とで、航路収支の維持に努める。
　自動車や貨物については，地元で生産
が増加しているバレイショ・仔牛等の農畜
産物やマグロ養殖の関連物資の輸送を積
極的に取り組みながら、収益の確保に努
めることで航路収支の安定を図るものとす
る。また、公共事業等関連資材の輸送に
ついても関係市町村と連携を図りながら利
用促進、収支改善に努める。
　また、離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革補助事業）

鹿児島～喜界～知名航
路に就航する船舶の代替
建造

Ａ Ａ

　平成24年度から平成26年度にかけて
「フェリーきかい」の代替建造を実施するこ
ととしているが，平成24年度については、
基本設計・実施設計，部材の購入など計
画の策定や造船所との契約締結に向けた
打ち合わせを行い、適切に実施することが
できた。

43
鹿児島～喜界～知名
航路対策協議会

奄美海運㈱

鹿児島～喜界～知名航路

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。
　また、少子高齢化により過
疎化が進む離島において
は、航路の維持･存続に向け
検討するに当たり利用者や
住民を積極的に巻き込んで
検討されることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

44
宮之浦～口永良部・島間
航路対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

屋久島町

宮之浦～口永良部・島間
航路

口永良部島～屋久島（宮
浦）～種子島（島間）間を
運航

Ａ B

　年間輸送目標（旅客及び自動車）を達成
するためには依然厳しい状況ではあるが，
目標達成のため，関係各所との連携を図
りながら，現在，増加傾向にある団体旅行
客等の誘致促進に努め，収支の改善を
図っていくこととしたい。
　また、離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

45
与路～古仁屋航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

瀬戸内町

与路～古仁屋航路

与路島～請島（池地、請
阿室）～奄美大島（古仁
屋）間を運航

Ａ Ａ

　年間目標輸送量を確実に達成できるよ
う，与路島、請島でのイベント開催や農業
振興等による取扱い貨物の増など，町の
施策と連携した需要喚起策に取り組むこと
としたい。
　また、離島住民にとって必要不可欠な交
通手段である航路の維持・確保のため，今
後とも経費削減に努め，安定的な航路運
営を行うこととしたい。

　離島航路においては、離島
住民の民生の安定をはじ
め、生活スタイルを維持・確
保することが第一の目的で
あることから、日頃から船舶
等の点検･整備を確実に行
い、安心･安全な運航サービ
スが維持されるよう引き続き
努力をお願いします。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

協議会における事業評価結果

備  考補助対象事業者等番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

46
山口県生活交通確保
維持改善協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

下関市

竹崎～六連島航路

六連島～竹崎（本土）間
を運航 Ａ Ａ

　島の高齢化により利用者が減少している
が、島の情報発信やイベント等を活用し利
用者増を図るとともに、今後とも経費削減
に努め、安定的な航路運営を行うこととし
たい。

47
山口県生活交通確保
維持改善協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路運営費等補助事業）

下関市

蓋井島～吉見航路

蓋井島～吉見（本土）間
を運航 Ａ Ａ

　島の高齢化により利用者が減少している
が、島の情報発信やイベント等を活用し利
用者増を図るとともに、今後とも経費削減
に努め、安定的な航路運営を行うこととし
たい。

　離島航路の維持確保のた
めには、離島住民の利用の
みならず来島者の利用促進
も重要であるが、観光客の
受け入れにあたっては、島
民の足の確保を重視しつつ
現状のままで出来ることがな
いかを検討することに加え、
島民の理解も重要であること
から住民を巻き込んだ検討
がなされることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

1
福岡県新宮町離島
航路確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

新宮町

・「相島～新宮」航路に
関する住民の利用実態
及び航路改善に関する
意向を把握するため、
相島住民や島外利用
者等を対象としたアン
ケート調査実施。
・地域の課題を整理し、
効率よく経済的な運行
形態の導入を検討し
た。

A －

　本調査事業において抽出された問題
点を踏まえ航路経営改善のための施
策を検討し、生活交通ネットワーク計画
等に平成25年度から順次盛り込んでい
くこととする。
（事業内容）
・「航路改善計画」に基づき、バリアフ
リー・小型効率化船舶の代替建造を行
う。

　高齢者や障がい者に配
慮した効率化船舶の建造
により、燃料費等経費節
減に努めるとともに、地元
関係者との連携を深め、
ダイヤ等の見直し・検討を
含め、更なる利便性の向
上に努めていただきたい。

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

2
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

九州郵船㈱

○博多～比田勝航路
・地域、航路の現況調
査、住民アンケートの
実施。  運航ダイヤ、代
替船導入を検討した

A －

　本航路は将来にわたり上対馬におけ
る不可欠な生活基盤と位置づけ、安全
確保を第一としたうえで必要な経費削
減策を講じるとともに、観光客等の確
保に向けた多彩な利用促進策を地域
住民・利用者・運航事業者・関係行政
機関による’協働’で検討・実施していく
ものとする。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、島民が利用
しやすい運航時刻、便数、
乗り継ぎをしやすい接続と
なるよう配慮されることが
望ましい。



確保維持-263



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

3
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

野母商船㈱

長崎県離島航路対策
協議会博多～青方～
福江航路分科会におい
て、当該航路の航路診
断・経営診断等を行
い、問題点や課題の把
握・分析を行うととも
に、将来の欠損拡大・
経営破綻を回避するた
めの改革の取組みを盛
り込んだ「航路改善計
画」を策定した。
また、同協議会におい
て現存船舶のリプレー
スの必要性について合
意を図り、そのリプレー
ス方法についても検討
を行った。

A －

　本調査事業において抽出された問題
点を踏まえ航路経営改善のための施
策を検討し、生活交通ネットワーク計画
等に平成26年度から順次盛り込んでい
くこととする。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、島民が利用
しやすい運航時刻、便数、
乗り継ぎをしやすい接続と
なるよう配慮されることが
望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

4
長崎県離島航路
対策協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

五島市

市営３航路及び民営３
航路の経営診断や航
路診断などを行い問題
点や課題を正確に把
握、分析した上で、将来
の欠損拡大・経営破綻
を回避し、船齢23年と
なった「ソレイユ」のリプ
レイスを含めた航路及
び航路経営の見通し、
運営の改善方策等につ
いて検討し航路改善計
画を策定した。
①現況分析
②航路診断
③経営診断
④航路運営の改善方
策の検討等
⑤航路改善計画の策
定

A －

　本調査事業において抽出された問題
点を踏まえ、長崎県離島航路対策協議
会にて、「ネットワーク計画」を策定し、
地域公共交通確保維持改善事業費補
助金（離島航路構造改革補助）の申請
を予定している。
（事業内容）
・「航路改善計画」に基づき、バリアフ
リー・小型効率化船舶の建造を行う。
・その他調査結果を基に、各航路にお
ける持続可能な運航体制の構築、効
率的な経営の推進等を図っていく。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、第一に島民
が利用しやすい運航時
刻、便数、乗り継ぎをしや
すい接続となるよう配慮さ
れることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

5
唐津市離島航路
確保維持協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

唐津汽船㈱

・住民、利用者に対して
アンケート調査を実施
し、高齢化率、人口減
少の推移とともに、将
来的な需要の予測と定
期船に対するニーズを
把握した。
・老朽化した船舶に代
わり、リプレイスする船
舶の規模及び性能につ
いて検討した。
・乗降の安全性等を確
保するため、関連施設
の整備についても提言
した。

A －

　平成２６年度離島航路構造改革事業
（新船建造）に係る国庫補助金の申請
を予定

（事業内容）
・現在神集島～湊航路に就航している
唐津汽船（株）使用旅客船「からつ丸」
58トンを19トン型にリプレイスし、健全
な航路事業の経営と、安心・安全な運
航を図る。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、第一に島民
が利用しやすい運航時
刻、便数、乗り継ぎをしや
すい接続となるよう配慮さ
れることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

6 喜界航路改善協議会
離島航路に係る

地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

奄美海運㈱

航路診断及び経営診
断を行い，航路の現状
を把握した上で，航路
改善策について検討を
行い，老朽化したフェ
リーきかいの代替船建
造等を主な内容とした
航路改善計画を策定し
た。

A -

本調査事業において抽出された問題
点を踏まえ航路経営改善のための施
策を検討し、生活交通ネットワーク計画
等に平成２６年度から順次盛り込んで
いくこととする。

■航路改善計画に基づく主な改善方
策
１　フェリーきかいの代替船の建造
・フェリーあまみと同等の規模（主要寸
法）の船舶を検討する。
・現在の輸送需要（旅客・貨物）を踏ま
えた輸送能力とする。
・フェリーあまみと同等程度の速力を持
つ船舶を検討する。
・国庫補助金や県補助金等の補助金
を最大限活用し，運航事業者の負担を
軽減する。
・新船の早期の就航に向けて努力す
る。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、第一に島民
が利用しやすい運航時
刻、便数、乗り継ぎをしや
すい接続となるよう配慮さ
れることが望ましい。



別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

6 喜界航路改善協議会
離島航路に係る

地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

奄美海運㈱

航路診断及び経営診
断を行い，航路の現状
を把握した上で，航路
改善策について検討を
行い，老朽化したフェ
リーきかいの代替船建
造等を主な内容とした
航路改善計画を策定し
た。

A -

２　航路の利用実態を踏まえた航路改
善策（運航曜日の検討）
・知名便週２便，平土野便週３便の運
航パターンは変更しない。
・新船の就航後，新たな需要を喚起す
るため，定時性の確保に努めるととも
に，利用者にとって利便性が高い運航
曜日を検討する。

３　地元自治体等の支援策
・交流人口増加のため，地元自治体
は，地域間交流や誘客促進の各種施
策を実施するとともに，新たな施策につ
いて検討する。
・航路収入にとって大きなウエイトを占
める車輌及び貨物の利用増加、促進
のため，地元自治体は各種方策の実
施に努める。
・運航事業者である奄美海運(株)は，
利用者からの要望に対し，可能な限り
改善を図り，輸送機関としてのサービ
ス向上に努める。

　運航計画の策定に当
たっては、地元関係者との
連携を深め、第一に島民
が利用しやすい運航時
刻、便数、乗り継ぎをしや
すい接続となるよう配慮さ
れることが望ましい。
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別添２

地方運輸局等及び
地方航空局における
二次評価結果

事業実施
の適切性

目標・効
果達成状
況

実施した事業の今後の改善点
（調査事業においては計画策定

に向けた方針）
評価結果

協議会における事業評価結果

補助対象事業者等

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表（H25年度）

九　州　運　輸　局

平成25年5月31日

備  考番号
協議会名

（又は主な構成員）
事業名 事業概要

7
竹崎～六連島航路改

善協議会

離島航路に係る
地域公共交通確保維持事業
（離島航路構造改革（調査事業））

下関市

・島の特性、年齢別人
口、観光施設などを調
査し航路の現況利用実
態を把握した。
・島民、利用者アンケー
トを実施し、航路の利
用実態や問題点、島の
活性化の視点を把握し
た。また、島民アンケー
トでは船舶設備の要望
も把握でき、現行船大
規模改修または新船建
造への方向性に反映し
た。
・各種調査分析、財務
専門家による経営診断
や意見を踏まえ、航路
改善の基本方針として
①持続可能な航路に向
けた環境改善②交流拡
大支援による利用促進
に大別し、この２つを柱
として航路改善計画を
策定した。

Ａ －

　本調査事業において抽出された問題
点を踏まえ航路経営改善のための施
策を検討し、生活交通ネットワーク計画
等に平成２６年度から順次盛り込んで
いくこととする。

（事業内容）
・「航路改善計画」に基づき、室内荷物
スペースの確保とバリアフリーガイドラ
インに応じた現行船舶の大規模改修を
行う。
・アンケートによる利用者の意向調査
結果をもとに、利用しやすい航路サー
ビスへの改善を図る。
・島の資源を活用した地域おこし活動
の支援を図る。

　高齢者や障がい者に配
慮した効率化船舶への改
修等により、燃料費等経
費節減に努めるとともに、
地元関係者との連携を深
め、ダイヤ等の見直し・検
討を含め、更なる利便性
の向上に努めていただき
たい。


